
国の本府省の事務次官や局長等の指定職俸給表適用職員については、その職務と責任が

特殊であり、給与制度についても昇給制度の適用がなく扶養手当などが支給されない等、

行政職俸給表(一)適用職員と異なることから、地方公務員の一般行政職と比較するラスパ

イレス指数の対象には含めていない。 

しかし、指定職の職員は行政職俸給表(一)適用職員から移行することが多いこと等を踏

まえ、参考として算出するものである。 

１ 指定職俸給表が適用される範囲 

 

指定職俸給表適用職員数（令和７年４月１日現在）        ９７９人 

（ 行政職俸給表(一)適用職員数（ 〃 ）      １３９，５８０人 ） 

 

２ ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値（団体区分別平均） 

＜試算方法＞ 

① 指定職俸給表適用職員については、上記９７９人全てを含める。 

② 指定職には管理職手当が支給されず、指定職の俸給額（給料額）には管理職手当相当額も

含まれていると考えられることから、管理職手当相当額を減じて計算する。 

③ ①②を踏まえて、「令和７年国家公務員給与等実態調査」による「行政職俸給表（一）」と

「指定職俸給表」の２つの集計表の「人員」「平均俸給額」を、経験年数階層別・学歴別

に合算して仮定計算した「平均俸給額」を算出し、これを用いてラスパイレス指数と同様

に算出する。 
 

 

［参考］ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値 

令和７年４月１日現在 


